
きさらづ防災フェスタ２０２４に参加します！第２中継ポンプ場の更新が完了

計画課　調整班　☎0438-38-4605

施設管理課　管路維持班　☎0438-23-0743

　令和６年１１月３０日（土）にイオンモール木更津駐車場にて開催予定の「きさら
づ防災フェスタ２０２４」に参加します。
水道事業の紹介や給水車を展示しま
すので、ぜひご来場ください（出展内
容は変更の場合あり）。
　詳細は木更津市のホームページ又
は広報紙をご覧ください。

漏水発見にご協力ください！
　漏水は大切な水が無駄になるだけではなく、道路陥没等の二次災害につながる
恐れがあります。
こんな時は漏水かも？
•　晴れているのに道路の表面がずっと濡れている。
•　きれいな水が側溝に流れ続けている。
見つけたらすぐに、ご連絡ください。
漏水調査を実施しています。
　漏水を早期発見するために、道路や
宅地内の地下に埋めてある水道管の漏
水調査を実施しています。
　水道管から流れ出る音を聞いたり、
ドリルで道路に小さな穴を開けて、漏
水がないか調べています。
　この調査では必要に応じて、宅地内
の給水管を調査する場合がありますの
で、皆さまのご協力をお願いします。

　第２中継ポンプ場は、大寺浄水場から木更津市、君津市、富津市方面へ水道水を
送る中継施設で、１日当たりの平均送水量は約２９,０００㎥の
送水施設です。
　令和３年度に更新した第1中継ポンプ場に次いで、同じ
送水管路線にある第2中継ポンプ場の送水ポンプや自家発電
設備等を更新したことで、災害時にも水道水を安定して供給
できる体制を整えました。 用水供給課　工事班　☎0438-98-0921

将来の災害に備えて ～一人ひとりができること～将来の災害に備えて ～一人ひとりができること～

令和６年能登半島地震に対する
かずさ水道広域連合企業団の対応
令和６年能登半島地震に対する
かずさ水道広域連合企業団の対応

○飲料用水の備蓄
　生命維持に必要な飲料水の量は、「１日１人あたり３リットル」といわれています。
　３日分（９リットル / 人）を目安として、日ごろからご家族の人数分の飲料水を
備蓄しましょう。
水道水の汲み置きについて
①清潔でフタのできる容器の口元一杯まで水道水をいれて、冷暗所で保管してください。
②水道水に含まれている塩素の殺菌効果は、直射日光を避けた場合は常温で３日間、
冷蔵庫で１０日間程度なので、定期的に入れ替えてください。

③汲み置きしてあった水は、掃除や洗濯などに利用しましょう。
ローリングストック法
　ペットボトル入りの飲料水等を少し多めに購入
しておき、古いものから使用して、使った分を
補充し、一定の量を備蓄する方法です。 
○生活用水の確保
　おふろの残り湯は溜め置き、災害時の洗濯など
生活用水として確保しましょう。
　「いざ」という時に備えて、普段の暮らしから
常に水を確保するようにしましょう。

　令和６年能登半島地震による断水に伴い、公益社団法人日本水道協会から応急給水活動の支援に関する要請が
あったため、石川県輪島市門前町へ給水車の派遣と志賀町役場へ組立式仮設水槽の運搬を行いました。
　給水車の派遣として、令和６年１月１７日から３月８日までの５２日間、延べ２０８名の職員が応急給水活動を実施
しました。
　当企業団は、県・かずさ４市その他関係団体と各種災害協定を締結しており、災害が発生した場合は、応援に
来た団体と協力して応急給水活動など迅速な対応を
図ります。

詳細はこちら ▼

備える備える

消費する消費する買い足す買い足す

詳細はこちら
▼

輪島市立浦上公民館1月16日早朝 渡辺企業長と斉藤議長に見送られ出発しました
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　当企業団では、みなさまの水道料金支払いの利便性の向上、水道料金
事務の効率化のため、口座振替制度のご利用を促進しています。
　口座振替が可能な金融機関は納入通知書の裏面をご覧ください。
　お手続きの方法は、下記「水道料金等のお問い合わせ先（市域別）」に
記載の各営業所へお問い合わせください。

木更津営業所【木更津市域】
木更津市潮見 2丁目 8番地（本庁舎内）　☎０４３８-２３-０７４１
君津営業所【君津市域】
君津市東坂田４丁目１０番３４号　　　　　  ☎０４３９-５７-００７６
富津営業所【富津市域】
富津市亀田 218 番地（亀田浄水場内）　   ☎０４３９-６６-１１１１
袖ケ浦営業所【袖ケ浦市域】
袖ケ浦市奈良輪 2丁目 7番地 13　          ☎０４３８-６０-１４８８

計画課　計画班　☎0438-38-4625
工務課　北部管路工事班　☎０４３８－３８－４９１４
工務課　南部管路工事班　☎０４３８－３８－４９１９

（木更津市域・袖ケ浦市域の工事）

（君津市域・富津市域の工事）

第４接合井マイクロ水力発電所が発電開始
　水が高いところから低いところへ流れる際の勢いを利用して水車を回すこ
とで電気を発生させるマイクロ水力発電所が令和６年３月より稼働しました。
　本事業は、令和３年３月に株式会社DK-Powerと締結した協定に基づき設置
されたもので、年間197MWh（一般家庭
66軒分）の発電量を見込み、これは購入
電力にくらべ87tのCO2削減につながり
ます。
　当企業団では、中台浄水場マイクロ
水力発電所に続く２箇所目となり、今後
もエネルギーの有効活用を推進して
まいります。

水道メーターの交換について

水道料金のお支払いは
口座振替が便利です 　水道料金を算定するため、２か月に一度、受託業者が水道

メーターの検針にうかがいます。

検針にご協力を！

○水道料金のお支払い
○水道の使用開始、中止のお申込み
○その他、水道料金に関するお問い合わせなど

水道料金等のお問い合わせ先（市域別）

営業日：月曜～土曜、午前８時３０分～午後５時１５分
　　　  （※日曜、祝日、年末年始は休業）

”施設統廃合事業”とは！コラム

　統合前の各市の水道では、”市域を越えた配水”が法律で原則禁止されていましたが、

統合した当企業団では、これが可能になりました。

　例えば、A市とＢ市の間に水道管（連絡管）を整備（図の①）することで、A市からB市へ

配水することができるようになり、老朽化したＢ市の配水池を廃止（図の②）し、配水池の

更新、耐震化、維持管理費用の削減を図ることができます。

　現在、当企業団では、木更津市の上烏田浄水場において配水池を適切な容量で更新、

耐震化する事業（図の③）を進めているところです。

　水道メーターは、計量法によって、８年（検定満期）ごとの交換が義務付け
られています。
　当企業団では、検定満期までに水道メーター（私設メーターは除く）を交換
します。
　対象となるお客様には、事前に交換予定日を記載した検針票やお知らせを
お送りいたしますが、都合が悪い場合は、記載されている連絡先までご連絡
ください。
　なお、水道メーターの交換は、委託した指定給水装置工事事業者が訪問し、
無料で行います。

　【交換時のお願い】
・交換作業のため敷地内に入らせていただきます。
・ご不在でも交換させていただきます。
・交換後は、水を少し流してからお使いください。
（キッチン又は洗面所など、お湯以外の蛇口で５分くらいを
 目安にお願いします。）　　　　　　　　　　　　

耐震管への取替え工事について
　老朽化した水道管を地震に強い管に入れ替える工事を進めております。
　今年度は約40kmの管路更新を予定しております。
　工事に伴う騒音や振動、通行規制などでご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。

▲指定給水装置工事事業者
　リストはこちらから

　【工事に関するお問い合わせは】

工事前後の様子　昭和45年に敷設した石綿管をポリエチレン管に入れ替えました

•水道メーターボックスの上に
 物を置いたり、駐車したり
 しないでください。

•犬は放し飼いにしないで、
 水道メーターから離して
 つないでください。

•検針しやすいように水道メーターボックスの
 中はいつもきれいにしてください。
•水道メーターボックス周辺の除草や剪定などを
 お願いします。

左記「水道料金等のお問い合わせ先（市域別）」

工務課　給水装置班　☎0438-38-4606
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